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表紙

連 結 計 算 書 類 の 注 記

計 算 書 類 の 注 記

上記の事項につきましては、法令および当行定款第15条の規定に基づき、インターネット上の
当行ウェブサイト（https://www.aozorabank.co.jp/）に掲載することにより開示しており
ます。

第 8 ９ 期 定 時 株 主 総 会 招 集 ご 通 知 に 際 し て の

法 令 お よ び 定 款 に 基 づ く イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

（2021年４月１日から2022年３月31日まで）
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【連結計算書類の注記】

連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結される子会社及び子法人等 25社

(1) 持分法適用の非連結の子会社及び子法人等 ０社
(2) 持分法適用の関連法人等 １社

連結計算書類の作成方針
１．連結の範囲に関する事項

主要な会社名
GMOあおぞらネット銀行株式会社
あおぞら債権回収株式会社
あおぞら証券株式会社
あおぞら地域総研株式会社
あおぞら投信株式会社
あおぞら不動産投資顧問株式会社
ABNアドバイザーズ株式会社
あおぞら企業投資株式会社
Aozora Asia Pacific Finance Limited
Aozora Europe Limited
Aozora North America, Inc.
AZB Funding
AZB Funding 2
AZB Funding 3
AZB Funding 4 Limited
AZB Funding 5
AZB Funding 6
AZB Funding 7
AZB Funding 8 Limited
AZB Funding 9 Limited
AZB Funding 10 Limited
AZB Funding 11 Limited
AZB Funding 12 Limited

(2) 非連結の子会社及び子法人等
主要な会社名

あおぞら地域再生株式会社
　非連結の子会社及び子法人等は、その資産、経常収益、当期純損益（持分に見合う額）及び利
益剰余金（持分に見合う額）等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営
成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しており
ます。

２．持分法の適用に関する事項

主要な会社名
Orient Commercial Joint Stock Bank

(3) 持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等
主要な会社名

あおぞら地域再生株式会社
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(4) 持分法非適用の関連法人等
主要な会社名

AJキャピタル株式会社
AZ-Star株式会社
株式会社B Spark

　持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等並びに関連法人等は、当期純損益（持分に見合う
額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結計算
書類に重要な影響を与えないため、持分法の適用の対象から除いております。

(5) 他の会社等の議決権の100分の20以上100分の50以下を自己の計算において所有しているに
もかかわらず関連法人等としなかった当該他の会社等の名称

CRE HOLDINGS SUB 1 LLC
　投資育成や事業再生を図りキャピタルゲイン獲得等を目的とする営業取引として株式等を所有
し、「連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針」（企業会計基
準適用指針第22号）第24項の要件を満たしているため、関連法人等として取り扱っておりませ
ん。

３．連結される子会社及び子法人等の事業年度等に関する事項
　すべての連結される子会社及び子法人等の決算日は、連結決算日と一致しております。

４．のれんの償却に関する事項
　のれんについては、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しております。なお、
重要性が乏しいものについては発生年度に全額償却しております。

　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　子会社、子法人等及び関連法人等の定義は、銀行法第２条第８項及び銀行法施行令第４条の２に基
づいております。

会計方針に関する事項
１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準

　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差
等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約
定時点を基準とし、連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するととも
に、当該取引からの損益（利息配当金、売却損益及び評価損益）を連結損益計算書上「特定取引収
益」及び「特定取引費用」に計上しております。
　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引勘定で保有しているものを除く）については

時価法（売却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均法による
償却原価法（定額法）、持分法非適用の非連結の子会社及び子法人等株式、持分法非適用の関連
法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は
主として移動平均法により算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原
価法により行っております。
　ただし、投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合等への出資金については、主とし
て、組合等の直近の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づ
いて、組合等の純資産及び純損益を当行並びに連結される子会社及び子法人等の出資持分割合に
応じて、資産及び収益・費用として計上しております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行
っております。
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３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　当行の有形固定資産の減価償却は、建物(建物附属設備及び構築物を含む）については定額
法、その他については定率法を採用しております。
　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ：15年～50年
その他：５年～15年

　連結される子会社及び子法人等の有形固定資産については、資産の見積耐用年数に基づき、主
として定率法により償却しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５年～11
年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、リー
ス期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契
約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としておりま
す。

５．繰延資産の処理方法
　「その他資産」のうち社債発行費は、社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。

６．貸倒引当金の計上基準
　当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり処理し
ております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）及
びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、債権額
から担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込額とし
て債権額から直接減額しております。なお、当連結会計年度末現在、取立不能見込額として直接減
額した金額は24,065百万円であります。
　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以下
「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証等
による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認め
た額を貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキ
ャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを当
初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロ
ー見積法）により計上しております。
　上記以外の債権については、リスク特性を踏まえ、北米・欧州コーポレートローン、アジアコー
ポレートローンを切り出し３つのグループに区分した上で債務者区分毎の貸出金等の平均残存期間
（各区分概ね３年）の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、平均残存期間に対
応した過去の一定期間における貸倒実績率又は倒産確率の平均値に基づき損失率を求め、これに直
近の貸倒実績の傾向を勘案した将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。ただし、今後
の管理に注意を要する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者については、キャッシュ・フロー
見積法により、予想損失を見積もり、必要に応じて、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当
金を計上しております。また、上記以外の一部債務者についても一定額以上の大口債務者について
は、上記手法に準じた手法で、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金を計上しておりま
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す。
　なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海
外債権引当勘定として計上することとしております。
　すべての債権は、自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分と整合的な内部格付につ
いて常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関連部署及び審査部署から独立し
た検証部署が抽出により検証を実施しております。
　上記手続きによる連結会計年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当額
を算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っております。
　連結される子会社及び子法人等の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績等を勘案し
て必要と認めた額を、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、
回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
　また、独立した監査部署が、自己査定に基づく償却及び引当結果の妥当性について定期的に監査
を実施しております。

７．投資損失引当金の計上基準
　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案し
て必要と認められる額を計上しております。

８．賞与引当金の計上基準
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

９．役員賞与引当金の計上基準
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

10．オフバランス取引信用リスク引当金の計上基準
　オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未実行額
等に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又は個別の見積
もりによる予想損失額を計上しております。

11．偶発損失引当金の計上基準
　偶発損失引当金は、他の引当金で引当対象とした事象以外の偶発事象に対し、将来発生する可能
性のある損失を見積もり、必要と認められる額を計上しております。

12．特別法上の引当金の計上基準
　特別法上の引当金は、金融商品取引責任準備金であり、証券事故による損失の補填に充てるた
め、国内の連結される子会社及び子法人等が金融商品取引法第46条の５及び金融商品取引業等に
関する内閣府令第175条の規定に定めるところにより算出した額を計上しております。

13．退職給付に係る会計処理の方法
　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法
については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処
理方法は次のとおりであります。

過去勤務費用　　：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による定額
法により損益処理

数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５
年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から
損益処理

　なお、一部の連結される子会社及び子法人等は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用して
おります。
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14．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　当行の外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連法人等株式を除き、主
として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
　連結される子会社及び子法人等の外貨建資産・負債については、それぞれの決算日等の為替相場
により換算しております。
　在外の連結される子会社及び子法人等の収益及び費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換
算差額は純資産の部における非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めて計上しております。

15．重要なヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ

　当行の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における
金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会
実務指針第24号　2022年３月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規
定する包括ヘッジによる繰延ヘッジのほか、一部については個別ヘッジによる繰延ヘッジによっ
ております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺する包括ヘッジについて、業種別委員会
実務指針第24号に基づき、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ
取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、相場変動
を相殺する個別ヘッジについては、ヘッジ対象となる社債とヘッジ手段である金利スワップに関
する重要な条件がほぼ同一であるため、これをもって有効性の判定に代えております。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ
　当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行
業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会
業種別委員会実務指針第25号　2020年10月８日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」と
いう。）に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金
銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。
　また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ
対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価
以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しておりま
す。

(3) 株価変動リスク・ヘッジ
　株価変動リスクについては、その他有価証券（株式等）をヘッジ対象とし、トータル・リター
ン・スワップをヘッジ手段として指定する個別ヘッジを適用しており、繰延ヘッジによっており
ます。
　ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動とを比較
し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

(4) 連結会社間取引等
　デリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引につ
いては、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業
種別委員会実務指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と
認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び
通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っておりま
す。

－ 5 －



2022/05/25 13:39:41 / 21824684_株式会社あおぞら銀行_招集通知：Web開示

会計方針の変更

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転し
た時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしまし
た。これにより、一部の取引の収益については、関連する費用と相殺して計上しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額
を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりま
す。
　この結果、当連結会計年度の経常収益及び経常費用が1,659百万円減少しております。なお、利益剰
余金の当期首残高への影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取
引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可
能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適
用に伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当連結会
計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当連結会計年度の期首の利
益剰余金に反映しております。この結果、当連結会計年度の期首の利益剰余金が657百万円減少、特定
取引資産が350百万円増加、その他資産が14百万円減少、繰延税金資産が０百万円増加、特定取引負
債が873百万円増加、その他負債が122百万円増加、繰延ヘッジ損益が１百万円減少しております。
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重要な会計上の見積り

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連
結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
１．貸倒引当金

　連結計算書類において、貸出金は総資産の約半分を占める主要な資産であり、貸出金の信用リスク
にかかる貸倒引当金の計上は当行グループの財政状態、経営成績等に大きな影響を与えることから、
貸倒引当金の見積りは会計上重要なものと判断しております。

(1) 当連結会計年度に係る連結計算書類に計上した額
貸倒引当金 48,677百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

①算出方法
　貸倒引当金の算出方法は、「会計方針に関する事項」「６.貸倒引当金の計上基準」に記載し
ております。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化が見込まれる一部の債務者については、将来
的な信用状態の悪化の可能性を考慮した貸倒引当金を算定しております。
②主要な仮定

（イ）債務者区分の判定における債務者の将来の業績見通し
　個別債務者の債務者区分の判定については、各債務者の収益獲得能力、キャッシュ・フロー
創出力を個別に検討し評価しております。特に、事業買収を行ったことにより、のれんが計上
されている債務者については、買収対象となった事業が生み出すキャッシュ・フローの実現可
能性を個別に検討し評価しております。
（ロ）不動産ノンリコースローン（特定の不動産及び当該不動産から生じるキャッシュ・フロ
ーのみを返済原資とする貸出金）における対象不動産の将来キャッシュ・フローの見積り
　対象不動産の将来キャッシュ・フローの見積りは、不動産ノンリコースローンの債務者区分
判定における重要な要素であり、不動産賃料、空室率、割引率等を個別に検討し評価しており
ます。
（ハ）新型コロナウイルス感染症の影響
　新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大による経済・企業活動への影響が長期化し、
一部の債務者については業績への影響が2022年度中まで継続する可能性があるとの仮定に基
づき、債務者の業績に影響を及ぼす期間の見通しについて、その債務者が属する業態や地域性
および各債務者の個別性を検討し評価しております。
　なお、経済・企業活動への影響期間の仮定について、前連結会計年度から見直しを行ってお
りません。

③翌連結会計年度に係る連結計算書類に及ぼす影響
　個別債務者の業績変化、不動産ノンリコースローンにおける対象不動産の将来キャッシュ・フ
ローの見積りに用いた計数の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌連
結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮した貸倒引当金につきましては、新型コロナウ
イルス感染症の収束状況、各国の感染症抑制対策及び経済支援対策並びに個別債務者の新型コロ
ナウイルス感染症への対応策の変化等により、当初の見積りに用いた仮定が変化した場合は、翌
連結会計年度に係る連結計算書類における貸倒引当金に重要な影響を及ぼす可能性があります。
なお、当該仮定は不確実性が高く、その状況によっては将来における損失額が増減する可能性が
あります。
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（連結貸借対照表関係）、（連結損益計算書関係）、（連結株主資本等変動計算書関係）

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,822百万円
危険債権額 16,201
要管理債権額 2,392
　三月以上延滞債権額 －
　貸出条件緩和債権額 2,392
小計額 21,416
正常債権額 3,346,004
合計額 3,367,420

注記事項
（連結貸借対照表関係）
１．関係会社の株式（及び出資金）総額（連結される子会社及び子法人等の株式（及び出資金）を除
く）55,974百万円
２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証
券はありません。
　無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担
保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れて
いる有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券
で、（再）担保に差し入れている有価証券は242百万円、再貸付けに供している有価証券及び当連
結会計年度末に当該処分をせずに所有している有価証券はありません。
３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりでありま
す。なお、債権は、連結貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全
部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引
法第２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮
払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行っ
ている場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立
て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及び
これらに準ずる債権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産
更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものでありま
す。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及び
これらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分され
る債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（表示方法の変更）
　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年１月24日　内閣府令第３号）が
2022年３月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能
の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。

－ 8 －



2022/05/25 13:39:41 / 21824684_株式会社あおぞら銀行_招集通知：Web開示

（連結貸借対照表関係）、（連結損益計算書関係）、（連結株主資本等変動計算書関係）

有価証券 440,268百万円
貸出金 174,285

売現先勘定 69,876百万円
債券貸借取引受入担保金 356,956
借用金 59,800

７．有形固定資産の減価償却累計額 26,364百万円
８．有形固定資産の圧縮記帳額 486百万円

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、5,674百万円であり
ます。
５．担保に供している資産は次のとおりであります。

担保に供している資産

担保資産に対応する債務

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、
有価証券48,473百万円及び外国為替12,243百万円を差し入れております。
　また、その他資産には、先物取引差入証拠金962百万円、金融商品等差入担保金143,846百万円
及び保証金等29,396百万円が含まれております。
6．当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、550,256百万円でありま
す。このうち契約残存期間が１年以内のものが461,747百万円であります。
　なお、これらの契約については、融資実行されずに終了するものも含まれるため、融資未実行残
高そのものが必ずしも当行並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影
響を与えるものではありません。これらの契約には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当
の事由があるときは、当行並びに連結される子会社及び子法人等が実行申し込みを受けた融資の拒
絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられているものも含まれております。
また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も常時、顧
客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。

（連結損益計算書関係）
　「その他の経常収益」には、株式等売却益2,034百万円、持分法による投資利益2,620百万円を含ん
でおり、「その他の経常費用」には、貸出金償却1,367百万円、株式等売却損１百万円、債権売却損33
百万円を含んでおります。

当 連 結 会 計
年度期首株式数

当 連 結 会 計
年度増加株式数

当 連 結 会 計
年度減少株式数

当 連 結 会 計
年度末株式数 摘 要

発行済株式
普通株式 118,289 － － 118,289

合計 118,289 － － 118,289
自己株式
普通株式 1,586 0 69 1,517 （注）

合計 1,586 0 69 1,517

（連結株主資本等変動計算書関係）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（単位：千株）

（注）増加は単元未満株式の買い取り請求によるもの、減少は新株予約権の行使に伴い処分したもの
です。
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（連結貸借対照表関係）、（連結損益計算書関係）、（連結株主資本等変動計算書関係）

（決　議） 株式の種類 配当金の総額 配 当 の
原 資

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2021年５月13日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,967百万円 利益剰余金 34円 2021年３月31日 2021年６月25日
2021年８月２日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,734百万円 利益剰余金 32円 2021年６月30日 2021年９月15日
2021年11月12日
取 締 役 会 普 通 株 式 3,736百万円 利益剰余金 32円 2021年９月30日 2021年12月15日
2022年１月31日
取 締 役 会 普 通 株 式 4,670百万円 利益剰余金 40円 2021年12月31日 2022年３月15日

（決　議） 株式の種類 配当金の総額 配 当 の
原 資

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効力発生日

2022年5月16日
取 締 役 会 普 通 株 式 5,254百万円 利益剰余金 45円 2022年3月31日 2022年6月23日

２．新株予約権に関する事項
　新株予約権は、すべて当行のストック・オプションであり、当連結会計年度末の残高は390百万円
であります。

３．配当に関する事項
(1) 当連結会計年度中の配当金支払額

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度の末日後と
なるもの
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金融商品の状況に関する事項

（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針
　当行グループは、預金業務、貸出業務、内国為替業務、外国為替業務等の銀行業務を中心に、
商品有価証券売買業務、有価証券投資業務等の証券業務のほか、信託業務、債権管理回収業務等
の金融サービスに係る事業を行っており、資産・負債のうち貸出金や有価証券等の金融資産、預
金及び社債等の金融負債が大きな割合を占めております。当行グループは、市場リスクや信用リ
スクのある金融商品の取り扱いを主要業務としているため、金融商品に係る各種のリスクを適切
に管理し、意図せざる損失の発生を回避するとともに、自己の体力に見合ったリスクテイクを行
い、リスクに見合った収益を確保することにより、信頼性の高い健全な経営を行うことを基本的
な方針としております。
　また、当行では、ALM（資産・負債の総合的管理）の考え方に基づき、当行全体の資産・負
債の金利リスク、流動性リスクや有価証券の価格変動リスク等を適正な水準に保ち、収益の安定
化・最適化を図っております。オンバランスの資産・負債から生ずる金利リスク等を適切な水準
に保つためにデリバティブ取引等も活用し、安定的な収益の確保と効率的運営を図っておりま
す。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
　当行グループが保有する金融資産は、主として、国内外の取引先企業等向けの貸出金及び有価
証券等であります。
　このうち、貸出金は、債務者の信用力の悪化により債務不履行が生じる信用リスクに晒されて
います。当行の大口債務者上位10先に対する貸出金は、2022年３月末時点の貸出金残高の約
10％を占めており、大口債務者による債務不履行があった場合、又は大口債務者との関係に重
大な変化が生じた場合には、業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。また、不動
産関連の貸出割合や貸出金の不動産担保による保全割合に重要性があるため、不動産市況や不動
産業界全体が低迷した場合には、不動産で担保されている貸出金の質や、不動産業界の債務者の
信用力の悪化、不動産ノンリコースローンの対象不動産から生じるキャッシュ・フローへの悪影
響から、追加的な引当金が必要となったり、追加的な信用コストが発生する可能性があります。
また、海外における貸出金は信用リスク及び金利リスクに加えて、為替変動に関連する取引に係
るリスク及び社会的、政治的、経済的な環境変化に係るリスク等があります。
　有価証券は、債券、株式、ファンド等が主要なものであり、これらは発行体の信用リスク、金
利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されています。当行が保有する有価証券の中には不
動産、住宅ローン等を裏付資産としたものが含まれており、これらの有価証券は、一般的な市場
金利、為替相場、債券価格及び株式市場の変動等以外に、裏付資産に係る経済環境や取引動向等
に依拠したリスクがあります。また、急激な金融環境の悪化や金融市場の混乱等により、金融資
産の市場流動性が極端に低くなり、処分時の価格が予想範囲を超えて低下するリスク（市場流動
性リスク）があります。
　当行グループの主な金融負債は、預金、譲渡性預金及び社債であります。当行が預金等により
調達した資金は、順次満期を迎えるため、当行は、預金を継続的に受け入れ、あるいは、社債を
発行する等により、既存債務の借り換えを行う必要がありますが、市場環境が不安定な状況にお
いては、十分な資金を調達できなくなる、又は、より高い資金調達コスト負担を強いられる等の
リスク（資金流動性リスク）に晒されています。
　なお、これらの金融資産、金融負債は、金利更改期間のミスマッチによる金利変動リスクに晒
されていますが、ALMの観点から、金利スワップ等のデリバティブ取引も活用しつつ、バラン
スシート全体の金利リスク量を適切な水準に管理しております。
　また、当行グループの主要な資金調達手段は円建の預金及び社債であり、外貨建の資金運用に
当たっては、通貨スワップ取引等により運用・調達の通貨をマッチングさせることによって、為
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替の変動リスクを回避しております。
　当行グループでは、デリバティブ取引を主要業務の一つとして位置づけており、顧客の金利・
為替等の市場リスクのヘッジ・ニーズ等に対応した商品の提供、金利・為替・有価証券等の市場
価格・指標等の短期的な変動や市場間の格差等を利用した特定取引勘定で行うトレーディング取
引のほか、オンバランスの資産・負債から生ずる金利リスク等を適正な水準に保つためのALM
目的での取引等を行っております。
　金利関連として金利先物取引、金利オプション取引、金利スワップ取引を、通貨関連として通
貨スワップ取引、為替予約取引、通貨オプション取引を行っているほか、株式・債券関連の先
物・オプション取引、商品関連取引及びクレジットデリバティブ取引等を行っておりますが、こ
れらのデリバティブ取引は、金利・為替等の取引対象物の市場価格・ボラティリティー等の変動
により損失を被るリスクである市場リスクや取引相手方の契約不履行により損失を被るリスクで
ある信用リスクに晒されています。
　ALM目的での金利スワップ等のデリバティブ取引については、デリバティブをヘッジ手段、
預金・貸出金等をヘッジ対象として、繰延ヘッジによるヘッジ会計を適用しており、主として
「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士
協会業種別委員会実務指針第24号　2022年３月17日）に基づき処理しております。相場変動
を相殺するヘッジについてのヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象となる預金・貸出
金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間別にグルーピングのうえ特定
し、評価しております。
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対しては、「銀行業における外貨建取引等
の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第
25号　2020年10月８日）に規定する繰延ヘッジを適用し、外貨建金銭債権債務等の為替変動
リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッ
ジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在すること
を確認することによりヘッジの有効性を評価しております。また、外貨建その他有価証券（債券
以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特
定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等
を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制
　当行グループは、様々な業務を行っていく中で、意図せざる損失の発生を回避するとともに、
自己の体力に見合ったリスクテイクを行い、リスクに見合った収益を確保して、信頼性の高い健
全な経営を行っていくために、適切なリスク管理体制の構築・維持に努めております。
　リスク管理に対する基本的な考え方はリスク管理関連のマスターポリシー・プロシージャーに
明文化しており、また、資本配分やリスク限度額等、リスク管理の基本的な枠組みについては、
取締役会で決定しております。これらの枠組みの中で、市場リスク、信用リスク、統合的リスク
及びオペレーショナルリスクをリスク統括部が管理しております。また、監査部は、リスク管理
体制の適切性と有効性をチェックしております。取締役会、マネジメントコミッティー及び各委
員会は、各リスク所管部のリスク状況の報告や、監査部による監査の報告を受け、リスク状況を
監督するとともに経営判断に活用、リスク管理体制の維持・改善を行っております。
①　信用リスク管理

　当行グループは、連結される子会社及び子法人等を含めた当行グループ全体としての資産の
健全性の維持を図るため、個別案件における厳正な審査・予兆管理を含む事後管理と与信リス
クの集中排除を狙いとしたポートフォリオ管理を両輪として信用リスク管理を行っており、信
用格付体系、信用リスク量の計測、リスク資本、集中リスク（大口与信、不動産リスク、カン
トリーリスク等）、資産の証券化・流動化取引等、問題債権等に係る管理体制を整備しており
ます。また、信用格付の検証、自己査定及び償却・引当に関しては、資産査定部が全体の統括
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を所管し、関連各部と連携して資産内容の把握と適正な償却・引当を行う体制を整備しており
ます。
(イ) 与信案件等に係る決裁権限

　投融資案件の決裁権限は、代表取締役、チーフリスクオフィサー（以下「CRO」とい
う）、チーフクレジットリスクオフィサー（以下「CCRO」という）等で構成されるクレジ
ットコミッティー又は投資委員会に帰属しており、各委員会にて投融資案件の審議・報告が
行われております。
　なお、クレジットコミッティー及び投資委員会それぞれの決裁権限の一部は、各委員会か
らCCROに委譲され、さらにCCROに委譲された決裁権限は、一定の範囲内で審査部門や営
業部門に再委譲されております。

(ロ) 信用格付体系
　当行グループでは、信用格付を与信審査に係る決裁権限や金利スプレッド等を決定する重
要な構成要素として用いるほか、自己査定の運営や信用リスクを定量的に把握する際の指標
としております。当行の信用格付は、原則としてすべての与信取引を行っている取引先に付
与される、与信案件の債務者の信用力の程度を表す「債務者格付」、「債務者格付」をもと
に与信期間、保証や担保等の取引条件を勘案した与信案件毎の信用コストの程度を表す「案
件格付」及び、不動産ノンリコースローン、金銭債権の証券化案件、優先劣後構造にトラン
チングされた仕組債等、特定された裏付資産から発生するキャッシュ・フローに依拠する与
信案件の信用コストの程度を表す「期待損失格付」により構成されます。信用格付は、営業
部店が一次格付を付与し、審査部門が承認を行う体制としており、債務者の決算等に合わせ
て定期的に見直しを行うほか、債務者の信用力の変化の兆候がある都度、随時に見直しを行
っております。営業部店及び審査部門が付した信用格付は、独立した検証部署である資産査
定部が抽出によりその妥当性を検証しております。また、信用格付の結果は、ベンチマーキ
ング（外部格付機関又は外部モデルの格付結果との比較検証）やバックテスティング（デフ
ォルト実績に基づく格付の有意性の検証）等により、信用格付体系そのものの検証を行って
おります。

(ハ) 信用リスク量の計測
　当行グループは、貸出、有価証券、株式・ファンド、証券化取引のほか、与信確約やデリ
バティブ取引等のオフバランス取引に係るものを含め、取引の種類にかかわりなく、信用リ
スクのある資産・取引すべてについて、一元的に把握・管理しております。与信ポートフォ
リオの信用リスク量は、内部モデルによるバリュー・アット・リスク（VaR）等を用いて計
測され、当行グループ全体の与信ポートフォリオの状況とともに定期的に取締役会等に報告
されております。なお、当行の内部モデルは、保有期間１年、信頼区間を99.9％とし、デ
フォルト率（PD）、デフォルト時の回収不能率（LGD）、業種内相関、業種間相関、債務
者グループの親子相関をパラメータとして非期待損失（UL）を計測しております。

(ニ) 与信ポートフォリオの管理
　与信ポートフォリオについては、格付低下、不動産価格下落等のストレス・シナリオが現
実化した場合の期待損失（EL）、非期待損失（UL）の算出・分析を通じ、与信ポートフォ
リオの状況分析を行っております。
　与信集中リスクは、与信先及び国又は地域の格付別にエクスポージャーのガイドラインを
設定してコントロールしており、不動産ポートフォリオには追加的にリミットを設定してコ
ントロールしております。

②　市場リスク管理
　当行グループは、トレーディング・バンキング業務におけるすべての資産負債やオフバラン
ス取引の市場リスクについて、様々な角度から分析・把握を行い、適切な管理に努めておりま
す。
(イ) 市場リスク量の計測

　当行グループは、バリュー・アット・リスク（VaR）の手法により、トレーディング業
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務、バンキング業務の市場リスクを計量化し、このVaRに基づいて、市場リスクの限度額の
設定及びリスク状況のモニタリングを行っております。
　当行のVaRは、ヒストリカルシミュレーションを用いた内部モデルにより、保有期間１
日、信頼区間99％、観測期間は原則としてトレーディング勘定は２年、バンキング勘定は4
年を前提として算出しております。VaRの信頼性は日々のVaRと損益を比較するバックテス
ティングにより検証しており、また、VaRを補完するために、統計的推定を超える市場変動
の影響度を評価するストレステストを定期的に実施し、その結果はALM委員会等に報告し
ております。

(ロ) 市場リスクに係る定量的情報
(ⅰ) トレーディング目的の金融商品

　2022年３月31日現在で、当行のトレーディング目的の金融商品（特定取引勘定の有価
証券・デリバティブ等）のVaRは、1,398百万円であります。なお、一部の連結される子
会社及び子法人等でトレーディング目的の金融商品を保有しておりますが、市場リスク量
は僅少であります。
　2021年４月から2022年３月末までの244営業日を対象とした内部モデルによるVaRに
対するバックテスティングを行った結果、VaRを超過する損失が発生したのは０営業日で
あり、当行の使用する内部モデルは十分な精度により市場リスクを捕捉しているものと考
えております。ただし、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に算出した一定の発生確
率で市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場環境が激変する状況下
におけるリスクは捕捉できない場合があります。

(ⅱ) トレーディング目的以外の金融商品
　当行において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、
「貸出金」、「有価証券」のうち債券、「預金」、「社債」及び「デリバティブ取引」の
うち金利スワップ取引並びに通貨スワップ取引等です。
　2022年３月31日現在で、当行のトレーディング目的以外の金融商品に係るVaRは、
7,790百万円であります。なお、一部の連結される子会社及び子法人等については、金利
や為替のリスクのある金融商品を保有しておりますが、それらの市場リスク量は僅少であ
ります。ただし、トレーディング業務同様に、VaRは過去の相場変動をベースに統計的に
算出した一定の発生確率で市場リスク量を計測しており、通常では考えられないほど市場
環境が激変する状況下におけるリスクは捕捉できない場合があります。

(ハ) 市場リスク管理の手続き
　市場リスク管理の対象取引やリスク管理方法・時価評価方法は明文化しており、フロント
オフィスから組織的・人的に独立したリスク統括部が、フロントオフィスである各業務部
門・部署に対して設定したリスク、損失の限度額等の遵守状況をモニタリングする体制とし
ております。リスク統括部は、トレーディング業務については日次、バンキング業務につい
ては日次又は月次で市場リスク・損益のモニタリングを行い、CROやフロントオフィスの
担当役員に直接報告を行うとともに、リスクの状況等を取締役会、マネジメントコミッティ
ー及びALM委員会等に定期的に報告しております。算出された最大損失予想額を超える損
失が発生した場合には、その原因分析を実施しております。また、市場・信用リスクの横断
的なリスク管理としてアセットクラス別のディスカッションポイントを設定するなど、価格
変動リスクのモニタリング機能を強化しております。また、市場の混乱や取引の厚み不足等
により市場取引ができない、又は著しく不利な価格での取引を余儀なくされる市場流動性リ
スクについては、市場規模と保有ポジションの割合等をモニタリングし、ポジションが過大
とならないよう留意した運営を行っております。

③　資金流動性リスク管理
　資金流動性リスクについては、円貨・外貨ともに財務部が一元的に管理しております。資金
の運用・調達については、年次及び月次で資金計画を策定し、資金繰りの状況についても財務
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部が経営陣に日々直接報告する体制としております。資金流動性リスクに備え、また各種決済
に係る必要資金が適切に確保できるよう、流動性の高い有価証券等の保有により十分な流動性
バッファーを維持しております。

④　オペレーショナルリスク管理
　当行グループは、金融商品の取扱いに係る事務リスク、法務コンプライアンスリスク、シス
テムリスク等をオペレーショナルリスクとして、統一的な手法や指標により総合的に管理して
おります。発生した損失事象はリスク統括部に集約されるとともに、今後損失を発生させる可
能性があるリスクについては、リスク・コントロール・セルフ・アセスメント等により特定・
評価しております。当行グループが抱えるオペレーショナルリスクは、発生した損失事象やリ
スクシナリオに基づき内部モデルによるシミュレーションで推計され、リスク相当の自己資本
を確保しております。

⑤　統合リスク管理
　当行グループは、統合的なリスク管理に係る基本方針を策定し、信用リスク、市場リスク、
オペレーショナルリスク等、管理すべきリスクの範囲と定義並びにリスクの特定と評価、モニ
タリングとコントロールからなるリスク管理プロセスを定めております。当行グループはこの
基本方針に則ったリスク管理を行い、リスク管理体制の充実に努めております。統合的なリス
ク管理の枠組みの中で、信用リスク、市場リスク、オペレーショナルリスクを統合的に把握
し、統合ストレステストの実施等により自己資本と対比して許容可能な範囲にリスクをコント
ロールするとともにリスクに見合った収益の確保を目指しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
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区 分
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計
買入金銭債権 - - 50,805 50,805
特定取引資産 - - 12 12
有価証券（その他有価証券） 318,482 594,160 77,669 990,311

うち株式 28,005 435 - 28,441
国債 76,367 - - 76,367
地方債 - 164,282 - 164,282
短期社債 - - 34,998 34,998
社債 - 119,114 18,800 137,915
外国債券 207,318 304,870 23,870 536,059
その他（＊１） 6,789 5,457 0 12,247

資産計 318,482 594,160 128,487 1,041,129
デリバティブ取引（＊２）（＊３）

うち金利関連取引 - 32,221 0 32,221
通貨関連取引 - △89,185 - △89,185
株式関連取引 △4,804 △92 14,392 9,495
債券関連取引 492 - - 492
商品関連取引 - 196 0 196
クレジット・デリバティブ取引 - 2,264 - 2,264

デリバティブ取引計 △4,311 △54,594 14,393 △44,513

２．金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
　2022年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額、レベルごとの時価
は、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めており
ません（（注３）参照）。
　金融商品の時価は、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３
つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成され
る当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定し
た時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の
時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット
がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

(1) 時価をもって連結貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債
（単位：百万円）

（＊１）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４
日）第26項に従い、経過措置を適用した投資信託は本計数の残高には含めておりません。連
結貸借対照表における当該投資信託の金額は金融資産322,236百万円となります。

（＊２）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示し
ております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については、△で表示しております。
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区 分
時 価 連 結 貸 借

対照表計上額 差 額
レ ベ ル １ レ ベ ル ２ レ ベ ル ３ 合 計

買入金銭債権（＊１） - - 56,751 56,751 50,834 5,917
金銭の信託 - 5,871 17,040 22,912 20,930 1,981
貸出金（＊２） - 571,022 2,777,124 3,348,146 3,269,215 78,931

資産計 - 576,893 2,850,917 3,427,811 3,340,980 86,830
預金 - 2,337,650 2,506,374 4,844,025 4,838,056 5,968
借用金 - - 432,618 432,618 432,342 275
社債 - 166,246 - 166,246 168,959 △2,713

負債計 - 2,503,897 2,938,992 5,442,890 5,439,358 3,531

（＊３）デリバティブ取引のうち、ヘッジ会計を適用している取引の連結貸借対照表計上額は△79,441
百万円となります。
これらは、ヘッジ対象である外貨建の貸出金等における相場の変動を相殺するためにヘッジ手
段として指定した通貨スワップ取引等であり、主に繰延ヘッジを適用しております。
なお、これらのヘッジ関係のうち実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関する
ヘッジ会計の取扱い」(2022年3月17日 企業会計基準委員会)の適用対象になる全てのヘッジ
関係については、当該実務対応報告を適用しております。

(2) 時価をもって連結貸借対照表価額としない金融資産及び金融負債
　現金預け金、コールローン及び買入手形、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、外国為替、
譲渡性預金、コールマネー及び売渡手形、売現先勘定、債券貸借取引受入担保金は、短期間（１
年以内）のものが大半を占めており、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しており
ます。

（単位：百万円）

（＊１）買入金銭債権に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額か
ら直接減額しております。

（＊２）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を47,910百万円控除しております。

（注１）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
買入金銭債権
　買入金銭債権のうち、企業会計上の有価証券に該当する証券化商品等の評価については、後
述の「有価証券」と同様の方法により行っており、主に、約定元利金に内部格付に応じた倒産
確率及び裏付資産や保全の状況を加味した倒産時の回収率を反映した将来キャッシュ・フロー
を、市場利子率にて割り引いた現在価値の合計額から経過利息を控除したもの等を時価とし、
レベル３に分類しております。
　その他の買入金銭債権については、後述の「貸出金」と同様の方法により時価を算定し、レ
ベル３に分類しております。

特定取引資産
　特定取引目的で保有している有価証券の評価は、後述の「有価証券」または「デリバティブ
取引」と同様の方法により行っており、その有価証券の種類に応じたレベルに分類しておりま
す。

金銭の信託
　有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券については、後述の「有価証券」と同様の方法により行っており、その有価証券のレ
ベルに基づき分類しております。
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　金銭債権等を信託財産として運用している金銭の信託については、主に後述の「貸出金」と
同様の方法により行っており、レベル２またはレベル３に分類しております。
　なお、保有目的毎の金銭の信託に関する注記事項については「（金銭の信託関係）」に記載
しております。

有価証券
　株式は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づき主にレベル１に分類しておりま
す。債券のうち、業界団体が公表又は情報ベンダーが提示する相場価格があるものは当該価格
を時価とし、国債等はレベル１、それ以外の債券はレベル２に分類しております。
　債券のうち、業界団体が公表又は情報ベンダーが提示する相場価格が入手できないものは、
主に、約定元利金に内部格付に応じた倒産確率及び裏付資産や保全の状況を加味した倒産時の
回収率を反映した将来キャッシュ・フローを、市場利子率にて割り引いた現在価値の合計額か
ら経過利息を控除したもの等を時価とし、主にレベル３に分類しております。
　なお、保有目的毎の有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載し
ております。

貸出金
　貸出金については、主に、約定元利金に内部格付に応じた倒産確率及び裏付資産や保全の状
況を加味した倒産時の回収率を反映した将来キャッシュ・フローを、市場利子率にて割り引い
た現在価値の合計額から経過利息を控除したもの等を時価とし、レベル３に分類しておりま
す。複合金融商品のうち区分経理を行っている貸出金の約定元利金は、区分経理後のものとし
ております。なお、金額的に重要性が乏しいもの等については、帳簿価額を時価としておりま
す。
　情報ベンダーが提示する相場価格を時価としたものについては、レベル２に分類しておりま
す。
　また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、担保及び保証による
回収見込額又は見積将来キャッシュ・フローの現在価値等を時価としており、レベル３に分類
しております。

預金
　要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみな
し、レベル２に分類しております。また、定期預金の時価は、主に約定元利金を市場利子率に
当行の連結決算日前の一定の期間における平均調達スプレッドを加味した利率により割り引い
た現在価値の合計額から経過利息を控除したものを時価とし、レベル３に分類しております。
なお、複合金融商品のうち区分経理を行っている定期預金の約定元利金は、区分経理後のもの
としております。

借用金
　借用金のうち、約定期間が短期間のものについては、時価は帳簿価額に近似していることか
ら当該帳簿価額を時価とし、レベル３に分類、その他の借用金については、「預金」の定期預
金と同様の方法により算定し、レベル３に分類しております。なお、複合金融商品のうち区分
経理を行っている借用金の約定元利金は、区分経理後のものとしております。
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区 分 評 価 技 法 重要な観察できないインプット インプットの範囲 インプットの加重平均

買入金銭債権 割引現在価値法
倒産確率 0.0% － 0.2% 0.1%

回収率 55.0% 55.0%

特定取引資産 オプション評価モデル
株価指数間相関係数 29.7% － 47.0% 35.4%

株価指数為替間相関係数 5.7% － 19.6% 10.3%

有価証券 割引現在価値法

倒産確率 0.0% － 10.7% 2.1%

クレジット・スプレッド 0.2% － 0.3% 0.3%

回収率 55.0% 55.0%

デリバティブ取引

金利関連取引 オプション評価モデル
金利間相関係数 5.8％ －

金利為替間相関係数 △1.5％－9.0％ －

株式関連取引 オプション評価モデル
株価指数間相関係数 29.7％－47.0％ －

株価指数為替間相関係数 5.7％－19.6％ －

商品関連取引 オプション評価モデル 商品価格為替間相関係数 △8.8％－14.4％ －

社債
　社債については、主に業界団体が公表又は情報ベンダー等が提示する相場価格をもって時価
とし、レベル２に分類しております。

デリバティブ取引
　デリバティブ取引については、取引所取引は取引所等における最終の価格をもって時価と
し、店頭取引は割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出した価額によっており
ます。店頭取引の価額を算定する評価技法に使用されるインプットは主に金利や為替レート、
ボラティリティ等であります。店頭取引については、取引相手方及び当行の信用リスクに関す
る調整（ＣＶＡ、ＤＶＡ）を行っております。取引所取引については主にレベル１、店頭取引
については、観察可能なインプットを用いている場合又は観察できないインプットが重要でな
い場合はレベル２、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル３の時価に分類
しております。

（注２）時価をもって連結貸借対照表価額とする金融資産及び金融負債のうちレベル３の時価に関する
情報

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報

－ 19 －



2022/05/25 13:39:41 / 21824684_株式会社あおぞら銀行_招集通知：Web開示

金融商品の時価等に関する事項

区 分 期 首 残 高
当期の損益
に 計 上

（＊１）
その他の包括
利 益 に 計 上

購 入 ・ 発 行
売 却 ・ 決 済
による変動額

レ ベ ル ３ の
時価への振替

レ ベ ル ３ の
時価からの振替

（＊２）
期 末 残 高

当期の損益に計上し
た額のうち連結貸借
対照表日において保
有する金融資産及び
金融負債の評価損益

（＊１）

買入金銭債権 30,642 - 120 20,042 - - 50,805 -

特定取引資産 5 △0 - 8 - - 12 △0

有価証券
（その他有価証券）

地方債 22 - △0 △2 - △19 - -

短期社債 29,998 7 - 4,992 - - 34,998 -

社債 17,978 0 △55 877 - - 18,800 -

外国債券                       
35,259

                           
41

                       
△171

                   
△10,259

                             
-

                     
△1,000

                      
23,870

                             
-

その他 0 - - 0 - - 0 -

デリバティブ取引（＊３）

金利関連取引 △60 60 - - - - 0 60

株式関連取引 3,550 7,576 - 3,265 - - 14,392 10,112

商品関連取引 0 0 - - - - 0 0

(2) 期首残高から期末残高への調整表、純損益に認識した未実現損益
（単位：百万円）

（＊１）連結損益計算書に含まれております。
（＊２）レベル３の時価からレベル２の時価への振替であり、主に私募債について観察可能なデータが

利用可能になったことによるものであります。この振替は当連結会計年度の期末に行っており
ます。

（＊３）特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示し
ております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務及び利益・損失は純額で表示しており、合
計で正味の債務・損失となる項目については、△で示しております。

(3) 時価の評価プロセスの説明
　当行グループは経理部にて時価の算定に関する方針、手続及び時価評価モデルの使用に係る手
続を定め、当該方針及び手続に沿ってフロント部門が時価評価モデルを策定しております。リス
ク統括部は当該モデル、使用するインプット及び算定結果としての時価が方針及び手続に準拠し
ているか妥当性を確認しております。また経理部は当該確認結果に基づき時価のレベルの分類に
ついて判断しております。第三者から入手した相場価格を時価として利用する場合においては、
使用されている評価技法及びインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法
により妥当性を検証しております。

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
倒産確率
　倒産確率は、倒産事象が発生し、契約金額を回収できない可能性を示す推定値であります。
倒産確率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。

クレジット・スプレッド
　クレジット・スプレッドは、流通市場における無リスク資産の利回りに対し、当該金融資産
に追加的に要求されるリスク・プレミアムであります。クレジット・スプレッドの大幅な上昇
（低下）は、時価の著しい下落（上昇）を生じさせます。
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区 分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

市場価格のない株式等（＊１）（＊３） 8,861

組合出資金（＊２） 134,131

回収率
　回収率は、倒産事象発生時において回収が見込まれる金額の債券又は貸出金等の残高合計に
占める割合の推定値であります。回収率は、将来キャッシュ・フローの見積りに一定の影響を
及ぼし、回収率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい上昇（下落）を生じさせます。

相関係数
　相関係数は、金利、外国為替相場、株価及び商品価格等の変数間の変動の関係性を示す指標
であります。これらの相関係数は過去の実績値に基づいて推計されており、主に複雑なデリバ
ティブの評価に用いられています。一般的に、相関係数の大幅な変動は、金融商品の契約条件
に応じて、時価の著しい上昇または下落を生じさせます。

（注３）市場価格のない株式等及び組合出資金の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品
の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項で開示している計表中の「有価証券」に
は含まれておりません。

（単位：百万円）

（＊１）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指
針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）第５項に従い、時価開示の対象と
はしておりません。

（＊２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第31号　2019年７月４日）第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。

（＊３）当連結会計年度において、非上場株式等について減損処理は行っておりません。
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（有価証券関係）

当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

売 買 目 的 有 価 証 券 △0

種 類 連結 貸 借 対 照 表 計 上 額
（百万円）

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が
取 得 原 価 を 超 え る も の

株式 27,458 6,977 20,480

債券 92,461 91,740 720

国債 20,014 20,012 1

地方債 12,822 12,761 60

短期社債 － － －

社債 59,625 58,967 658

その他 259,907 230,438 29,468

外国債券 84,720 83,726 994

その他 175,186 146,712 28,474

小計 379,827 329,157 50,670

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

株式 982 1,054 △71

債券 321,102 323,408 △2,305

国債 56,353 57,098 △744

地方債 151,459 152,779 △1,319

短期社債 34,998 34,998 －

社債 78,290 78,531 △241

その他 670,440 712,722 △42,281

外国債券 451,338 480,752 △29,414

その他 219,102 231,969 △12,867

小計 992,526 1,037,185 △44,658

合計 1,372,353 1,366,342 6,011

（有価証券関係）
　連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、「特定取引資産」中の商
品有価証券及び特定取引有価証券、及び「買入金銭債権」中の信託受益権の一部が含まれております。
１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在）

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。
３．その他有価証券（2022年３月31日現在）

４．当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2021年４月１日　至　2022年３月31
日）
　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

売　却　額（百万円） 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 1,986 1,625 －

債券 16,338 491 －

国債 10,021 174 －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 6,317 317 －

その他 420,864 9,763 4,909

外国債券 318,271 1,172 3,133

その他 102,593 8,591 1,775

合計 439,190 11,881 4,909

５．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

６．保有目的を変更した有価証券
　該当事項はありません。
７．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）について、有
価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証券の期末時
価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を
行っております。
　当連結会計年度における減損処理額はありません。
　なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、取得
原価又は償却原価の概ね50％を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以下のも
のについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。
破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30％程度以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50％程度以上下落
　ただし、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べて
30％程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
　また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような銘柄
については、原則として著しく下落したものと判断しております。
　なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先
とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営
破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会
社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社
であります。
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（金銭の信託関係）、（収益認識関係）、（１株当たり情報）

連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 （ 百 万 円 ） 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

運用目的の金銭の信託 20,930 －

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

２．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

区 分 当 連 結 会 計 年 度

経常収益  134,737
うち役務取引等収益（含む信託報酬） 17,744

貸出業務・預金業務 7,844
証券業務・代理業務 3,996
その他の受入手数料 5,903

（収益認識関係）
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（注）役務取引等収益（含む信託報酬）の貸出業務・預金業務関連収益は主に法人営業グループか
ら、証券業務・代理業務関連収益は主に個人営業グループから発生しております。なお、上表には、
企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」等に基づく収益も含んでおります。

１．１株当たりの純資産額 4,222円79銭
２．１株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益 299円81銭
３．潜在株式調整後１株当たり親会社株主に帰属する当期純利益 299円38銭

（１株当たり情報）
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重要な会計方針、会計方針の変更

【計算書類の注記】

記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
重要な会計方針

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
　金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差
等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取引については、取引の約
定時点を基準とし、貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当
該取引からの損益（利息配当金、売却損益及び評価損益）を損益計算書上「特定取引収益」及び
「特定取引費用」に計上しております。
　特定取引資産及び特定取引負債の評価は、時価法により行っております。

２．有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価は、売買目的有価証券（特定取引勘定で保有しているものを除く）については

時価法（売却原価は移動平均法により算定）、満期保有目的の債券については移動平均法による
償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による
原価法、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、ただ
し市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っております。
　ただし、投資事業有限責任組合、民法上の組合及び匿名組合等への出資金については、主とし
て、組合等の直近の事業年度の財務諸表及び事業年度の中間会計期間に係る中間財務諸表に基づ
いて、組合等の純資産及び純損益を当行の出資持分割合に応じて、資産及び収益・費用として計
上しております。
　なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

(2) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)と同じ方法により行
っております。

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
　デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っております。

４．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

　有形固定資産の減価償却は、建物（建物附属設備及び構築物を含む）については定額法、その
他については定率法を採用しております。
　主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ：15年～50年
その他：５年～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
　無形固定資産の減価償却は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアにつ
いては、行内における利用可能期間（主として５年～11年）に基づいて償却しております。

(3) リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中の「リース資産」は、リー
ス期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額については、リース契
約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としておりま
す。

５．繰延資産の処理方法
　「その他資産」のうち「社債発行費」は、社債の償還期間にわたり定額法により償却しておりま
す。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式及び関連法
人等株式を除き、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。
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重要な会計方針、会計方針の変更

７．引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　当行の債権の償却及び貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり処理
しております。
　破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下「破綻先」という。）
及びそれと同等の状況にある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権については、債
権額から担保の処分可能見込額及び保証等による回収可能見込額を控除した残額を取立不能見込
額として債権額から直接減額しております。なお、当事業年度末現在、取立不能見込額として直
接減額した金額は19,551百万円であります。
　現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者（以
下「破綻懸念先」という。）に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保
証等による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要
と認めた額を貸倒引当金として計上しております。ただし、債権の元本の回収及び利息の受取り
に係るキャッシュ・フローを合理的に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・
フローを当初の約定利子率で割り引いた金額と帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャ
ッシュ・フロー見積法）により計上しております。
　上記以外の債権については、リスク特性を踏まえ、北米・欧州コーポレートローン、アジアコ
ーポレートローンを切り出し３つのグループに区分した上で債務者区分毎の貸出金等の平均残存
期間（各区分概ね３年）の予想損失額を見込んで計上しております。予想損失額は、平均残存期
間に対応した過去の一定期間における貸倒実績率又は倒産確率の平均値に基づき損失率を求め、
これに直近の貸倒実績の傾向を勘案した将来見込み等必要な修正を加えて算定しております。た
だし、今後の管理に注意を要する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者については、キャッ
シュ・フロー見積法により、予想損失を見積もり、必要に応じて、予想損失率による引当額に追
加して貸倒引当金を計上しております。また、上記以外の一部債務者についても一定額以上の大
口債務者については、上記手法に準じた手法で、予想損失率による引当額に追加して貸倒引当金
を計上しております。
　なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等に起因して生ずる損失見込額を特定
海外債権引当勘定として計上することとしております。
　すべての債権は、自己査定基準等に基づき、営業関連部署が債務者区分と整合的な内部格付に
ついて常時見直しを実施し、審査部署が承認を行うとともに、営業関連部署及び審査部署から独
立した検証部署が抽出により検証を実施しております。
　上記手続きによる事業年度末時点の債務者区分に従い、営業関連部署が必要な償却・引当額を
算定し、検証部署が償却・引当額の最終算定並びに検証を行っております。
　また、独立した監査部署が自己査定に基づく償却及び引当結果の妥当性について定期的に監査
を実施しております。

(2) 投資損失引当金
　投資損失引当金は、投資に対する損失に備えるため、有価証券の発行会社の財政状態等を勘案
して必要と認められる額を計上しております。

(3) 賞与引当金
　賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。

(4) 役員賞与引当金
　役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のう
ち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
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重要な会計方針、会計方針の変更

(5) 退職給付引当金
　退職給付引当金（前払年金費用を含む）は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に
おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給
付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については
給付算定式基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は
次のとおりであります。

過去勤務費用　　：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９年）による
定額法により損益処理

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５
年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
損益処理

(6) オフバランス取引信用リスク引当金
　オフバランス取引信用リスク引当金は、貸出金に係るコミットメントライン契約の融資未実行
額等に係る信用リスクに備えるため、貸出金と同様に自己査定に基づき、予想損失率又は個別の
見積もりによる予想損失額を計上しております。

８．ヘッジ会計の方法
(1) 金利リスク・ヘッジ

　金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金融商
品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指
針第24号　2022年３月17日。以下、「業種別委員会実務指針第24号」という。）に規定する
包括ヘッジによる繰延ヘッジのほか、一部については個別ヘッジによる繰延ヘッジによっており
ます。
　ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺する包括ヘッジについて、業種別委員会
実務指針第24号に基づき、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ
取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、相場変動
を相殺する個別ヘッジについては、ヘッジ対象となる社債とヘッジ手段である金利スワップに関
する重要な条件がほぼ同一であるため、これをもって有効性の判定に代えております。

(2) 為替変動リスク・ヘッジ
　外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお
ける外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別
委員会実務指針第25号　2020年10月８日。以下、「業種別委員会実務指針第25号」とい
う。）に規定する繰延ヘッジによっております。
　ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的
で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金
銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することにより
ヘッジの有効性を評価しております。
　また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ
対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価
以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しておりま
す。

(3) 株価変動リスク・ヘッジ
　株価変動リスクについては、その他有価証券（株式等）をヘッジ対象とし、トータル・リター
ン・スワップをヘッジ手段として指定する個別ヘッジを適用しており、繰延ヘッジによっており
ます。
　ヘッジ有効性評価の方法については、ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動とを比較
し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
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重要な会計方針、会計方針の変更

(4) 内部取引等
　デリバティブ取引のうち特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ
手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別委員会実務
指針第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外
カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取
引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。

会計方針の変更
（収益認識に関する会計基準等の適用）
　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時
点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、一部の取引の収益については、関連する費用と相殺して計上しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱
いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
　この結果、当事業年度の経常収益及び経常費用が224百万円減少しております。なお、利益剰余金の
当期首残高への影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
　「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基
準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバティブ取引の
時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計される観察可能な
インプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価算定会計基準等の適用に
伴うものであり、当行は、時価算定会計基準第20項また書きに定める経過措置に従い、当事業年度の
期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に反
映しております。この結果、当事業年度の期首の利益剰余金が657百万円減少、特定取引資産が350百
万円増加、その他資産が14百万円減少、繰延税金資産が０百万円増加、特定取引負債が873百万円増
加、その他負債が122百万円増加、繰延ヘッジ損益が１百万円減少しております。
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重要な会計上の見積り、注記事項、（貸借対照表関係）

重要な会計上の見積り
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に
係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
１．貸倒引当金

　計算書類において、貸出金は総資産の約半分を占める主要な資産であり、貸出金の信用リスクにか
かる貸倒引当金の計上は当行の財政状態、経営成績等に大きな影響を与えることから、貸倒引当金の
見積りは会計上重要なものと判断しております。

(1) 当事業年度に係る計算書類に計上した額
　貸倒引当金 47,910 百万円
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
「連結計算書類の注記」に記載の通りであります。

１．関係会社の株式（及び出資金）総額 104,422百万円

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 2,822百万円
危険債権額 15,483
要管理債権額 2,392
　三月以上延滞債権額 －
　貸出条件緩和債権額 2,392
小計額 20,698
正常債権額 3,272,308
合計額 3,293,007

注記事項
（貸借対照表関係）

２．無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）、使用貸借又は賃貸借契約により貸し付けている有価証
券はありません。
　無担保の消費貸借契約（債券貸借取引）により借り入れている有価証券、現先取引並びに現金担
保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券及びデリバティブ取引の担保として受け入れて
いる有価証券のうち、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有する有価証券
で、（再）担保に差し入れている有価証券、再貸付けに供している有価証券及び当事業年度末に当
該処分をせずに所有している有価証券はありません。

３．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりでありま
す。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債（その元本の償還及び利息の支払の全部又
は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募（金融商品取引法第
２条第３項）によるものに限る。）、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利息及び仮払金
並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券の貸付けを行ってい
る場合のその有価証券（使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。）であります。

　破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立
て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
　危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、
契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生債権及び
これらに準ずる債権に該当しないものであります。
　三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している貸出
金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。
　貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息
の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破産
更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものでありま
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重要な会計上の見積り、注記事項、（貸借対照表関係）

有価証券 440,268百万円
貸出金 102,939

売現先勘定 69,876百万円
債券貸借取引受入担保金 356,956
借用金 59,800

７．有形固定資産の減価償却累計額 25,324百万円
８．有形固定資産の圧縮記帳額 486百万円
９．関係会社に対する金銭債権総額 881,785百万円
10．関係会社に対する金銭債務総額 19,339百万円

す。
　正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及び
これらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権並びに貸出条件緩和債権以外のものに区分され
る債権であります。
　なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。
（表示方法の変更）
　「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（令和２年１月24日　内閣府令第３号）が
2022年３月31日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融機能
の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示しております。

４．手形割引は、業種別委員会実務指針第24号に基づき金融取引として処理しております。これに
より受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担
保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、5,674百万円であり
ます。

５．担保に供している資産は次のとおりであります。
担保に供している資産

担保資産に対応する債務

　上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、
有価証券33,465百万円及び外国為替12,243百万円を差し入れております。
　また、その他の資産には、保証金等13,063百万円が含まれております。

６．当座貸越契約及び貸出金に係るコミットメントライン契約等は、顧客からの融資実行の申し出を
受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸し付け
ることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、788,391百万円でありま
す。このうち契約残存期間が１年以内のものが701,578百万円あります。
　なお、これらの契約については、融資実行されずに終了するものも含まれるため、融資未実行残
高そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これ
らの契約には、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し
込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられているもの
も含まれております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ
か、契約後も常時、顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講
じております。
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（損益計算書関係）、（株主資本等変動計算書関係）

１．関係会社との取引による収益 17,837百万円
資金運用取引に係る収益総額 8,511
役務取引等に係る収益総額 4,024
その他業務・その他経常取引に係る収益総額 5,301

関係会社との取引による費用 6,096百万円
資金調達取引に係る費用総額 0
役務取引等に係る費用総額 5,680
その他業務・その他経常取引に係る費用総額 416

10,244百万円

種類 会社等の
名称

議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子法人等
AZB
Funding11
Limited
（注１）

－ 資金貸付
資金貸付
（注２） 50,745 貸出金

(証書貸付) 166,602

利息の受取
（注２） 1,630 未収収益 323

子法人等
AZB
Funding12
Limited
（注１）

－ 資金貸付
資金貸付
（注２） 179,753 貸出金

(証書貸付) 231,703

利息の受取
（注２） 2,149 未収収益 808

（損益計算書関係）

関係会社とのその他の取引（資産の譲渡等）に係る取引高

２．関連当事者との取引について、記載すべき重要なものは、次のとおりであります。
(1) 親会社及び法人主要株主等

　該当事項はありません。
(2) 子会社及び関連会社等

(注１) AZB Funding 11 Limited及びAZB Funding 12 Limitedは海外貸出資産を取得し、管理する
ことを目的として設立された特別目的会社であります。

(注２) AZB Funding 11 Limited及びAZB Funding 12 Limitedが保有する貸出金を裏付資産として
資金を貸付けております。裏付資産から発生する収益を原資として、市場金利に連動した約定
金利及び実績配当の形で利息が支払われるものであります。当事業年度末現在、当行はこれら
子法人等の調達資金全額に対し貸付を行っております。そのため、これら子法人等の損益のす
べてが当行に帰属するものです。

(3) 兄弟会社等
　該当事項はありません。

(4) 役員及び個人主要株主等
　該当事項はありません。

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 （単位：千株）
当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当 事 業 年 度 末 株 式 数 摘 要

自己株式

普通株式 1,586 0 69 1,517 （注）

合計 1,586 0 69 1,517

（株主資本等変動計算書関係）

（注）増加は単元未満株式の買い取り請求によるもの、減少は新株予約権の行使に伴い処分したもの
です。
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（有価証券関係）

貸借対照表計上額(百万円) 　 時  価 　 ( 百 万 円 ) 　 差  額 　 ( 百 万 円 )

関 連 法 人 等 株 式 17,178 28,183 11,005

貸  借  対  照  表  計  上  額 （ 百 万 円 ）

子会社・子法人等株式 54,176

関 連 法 人 等 株 式 48

（有価証券関係）
　貸借対照表の「国債」「地方債」「短期社債」「社債」「株式」「その他の証券」のほか、「預け
金」中の譲渡性預け金、「商品有価証券」「特定取引有価証券」、及び「買入金銭債権」中の信託受益
権の一部が含まれております。

１．売買目的有価証券（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022年３月31日現在）

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
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（有価証券関係）

種 類 貸借対照表計上額
(百万円)

取 得 原 価
（百万円）

差 額
（百万円）

貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

株式 27,458 6,977 20,480

債券 71,943 71,225 718

国債 － － －

地方債 12,318 12,258 60

短期社債 － － －

社債 59,625 58,967 658

その他 259,907 230,438 29,468

外国債券 84,720 83,726 994

その他 175,186 146,712 28,474

小計 359,309 308,641 50,668

貸 借 対 照 表 計 上 額 が
取得原価を超えないもの

株式 982 1,054 △71

債券 277,697 279,952 △2,255

国債 51,352 52,097 △744

地方債 121,133 122,415 △1,282

短期社債 34,998 34,998 －

社債 70,212 70,441 △229

その他 670,440 712,722 △42,281

外国債券 451,338 480,752 △29,414

その他 219,102 231,969 △12,867

小計 949,120 993,729 △44,609

合計 1,308,430 1,302,371 6,058

貸  借  対  照  表  計  上  額 （ 百 万 円 ）

市場価格のない株式等（＊1） 8,532

組　合　出　資　金（＊2） 132,998

４．その他有価証券（2022年３月31日現在）

（注）上表に含まれない市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額

（＊１）市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指
針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日）第５項に従い、時価開示の対象と
はしておりません。

（＊２）組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第31号　2019年７月４日）第27項に従い、時価開示の対象とはしておりません。
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（有価証券関係）

売 　 却 　 額 （ 百 万 円 ） 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円)

株式 1,986 1,625 －

債券 16,338 491 －

国債 10,021 174 －

地方債 － － －

短期社債 － － －

社債 6,317 317 －

その他 420,864 9,763 4,909

外国債券 318,271 1,172 3,133

その他 102,593 8,591 1,775

合計 439,190 11,881 4,909

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）
　該当事項はありません。

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

７．保有目的を変更した有価証券
　該当事項はありません。

８．減損処理を行った有価証券
　売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）について、有
価証券の発行会社の区分毎に時価が著しく下落したと判断する基準を設け、当該有価証券の期末時
価が著しく下落したと判断された場合、回復の見込みがあると認められる場合を除き、減損処理を
行っております。
　当事業年度における減損処理額はありません。
　なお、時価が著しく下落したと判断する基準は、原則として、当該有価証券の期末時価が、取得
原価又は償却原価の概ね50％を下回っている場合をいい、有価証券の発行会社の区分が以下のも
のについては、償却引当基準等において、次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30％程度以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50％程度以上下落

　ただし、債券のうち発行会社の区分が正常先であるものについては、時価が取得原価に比べて
30％程度以上下落した場合は、著しく下落したものと判断しております。
　また、上記の基準に該当しない場合であっても、時価が一定水準以下で推移しているような銘柄
については、原則として著しく下落したものと判断しております。
　なお、破綻先とは破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先
とは破綻先と同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営
破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会
社であります。また、正常先とは、破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社
であります。
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（金銭の信託関係）、（税効果会計関係）

貸 借 対 照 表 計 上 額 （百 万 円） 当事業年度の損益に含まれた評価差額(百万円)

運 用 目 的 の 金 銭 の 信 託 9,639 －

（金銭の信託関係）
１．運用目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）

２．満期保有目的の金銭の信託（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

３．その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（2022年３月31日現在）
　該当事項はありません。

繰延税金資産
貸倒引当金損金算入限度超過額 14,905百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 3,174
減価償却超過額 1,954
有価証券償却超過額 19,198
その他有価証券評価差額金 398
繰延ヘッジ損益 69
貸倒損失等否認額 75
その他 7,153

繰延税金資産小計 46,930
評価性引当額 △12,245
繰延税金資産合計 34,684
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 658
資産除去債務費用 416
前払年金費用 1,571
その他 74

繰延税金負債合計 2,721
繰延税金資産の純額 31,962百万円

（税効果会計関係）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。
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（１株当たり情報）

１．１株当たりの純資産額 4,107円62銭
２．１株当たりの当期純利益 255円69銭
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益 255円33銭

（１株当たり情報）
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